
 

 

 

報告事項 

瀬戸市都市計画道路の見直し方針について 

  (資料 ： 4-1 ～ 4-4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  １ 

Ⅰ 都市計画道路の見直しの概要 

１ 都市計画道路の見直しについて 

愛知県では大正 8 年に都市計画道路を計画決定して以降、戦後から高度経済成長期にかけて多くの路線

が計画決定され、都市計画道路を整備することで、暮らしやすい市街地の形成や経済、産業の発展などに

寄与してきました。一方で、数多くの路線がまだ整備できていない状況であり、人口減少社会や財政状況

など社会経済情勢が変化していること等を踏まえ、都市計画道路の見直しが求められています。 

このような中、未着手の都市計画道路の必要性などを再検証し、必要に応じて計画の変更、廃止を行う

ため、基本的な考え方として「愛知県都市計画道路見直し方針」が平成 30 年 8 月に策定されました。こ

の方針に基づき、関係機関と協力の上、都市計画道路の見直しを進めています。 

２ 瀬戸市の現状 

 

本市の人口は図 1のとおり平成 22 年をピーク

に減少に転じ、令和 2 年時点で 127,792 人とな

り、国立社会保障・人口問題研究所の推計による

令和 27 年人口は 95,490 人、高齢化率は 40.9%

と予測されています。また、図 2のとおり本市の

トリップ数は人口を維持していた平成 13 年から

すでに減少に転じ、将来的な人口減少に伴い年々

減少する予測となっています。 

このような中、一定区域内の人口密度を維持す

るとともに、医療・福祉施設、商業施設や住居等

がまとまって立地し、住民が公共交通によりこれ

らの生活利便施設等にアクセスできるなど、日常

生活に必要なサービスが住まい等の身近に存在する「多極ネットワーク型コンパクト構造」の実現に向け、

「瀬戸市立地適正化計画」を令和 5 年 4 月に策定しました。 

これらを踏まえ、地形や既成市街地の形成等の制約条件から整備が進まない未着手の都市計画道路につ

いて、県方針に基づき必要性の再検証を行い、持続可能な都市形成を目指し、実現可能な都市計画道路の

整備による交通ネットワークの形成を推進するため、都市計画道路の見直しを行います。 

 

Ⅱ 都市計画道路の見直しの考え方 

１ 都市計画道路の見直し方法 

「愛知県都市計画道路見直し方針」に基づき、図 3の見

直し検討フローにおける各チェック項目について、必要

性・実現性の観点から検証を行い、「①存続」、「②別途計

画検討」、「③廃止（代替道路）」、「④廃止」に分類します。

また、「③廃止(代替道路)」では、現道が都市計画道路を代

替する機能を有する場合、現況幅員へ都市計画を変更する

ため、本市では「③廃止（代替道路）現況道路へ都市計画

変更」として表 1のとおり明確に整理します。 

 

２ 見直しの妥当性検証 

見直しの妥当性については、第5回パーソントリップ調

査データによる交通量推計により、見直し対象路線及び区

間の将来交通量から検証します。交通量推計では、パーソ

ントリップ調査データのネットワークを基本に2車線以

上の市内道路を追加したネットワークを作成し、主要な市

内交通の流れを再現します。形成したネットワークの再現

性について確認した後、将来交通量（令和17年)による推計を行い、分類の妥当性について検証を行いま

す。その際、見直しの影響は、平成29年度愛知県都市計画道路見直し検討調査業務委託と同様に交通量推

計結果から下記２点のとおり検証します。 

(1) 将来交通量で高い混雑度（1.25 以上）が発生する区間について確認（表 2） 

(2) 周辺道路への影響を把握するため、断面混雑度について確認（図 4） 

※本見直しでは、混雑度 1.25 以上かつ断面混雑度の変化率 1.1 以上の路線及び区間はなし 

 

表2 混雑度の解釈（出典：道路の交通容量、（社）日本道路協会） 

混雑度 交通状況の推定 

1.0未満 昼間12 時間を通して、道路が混雑することがなく、円滑に走

行できる。渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんどない。 

1.0～1.25 昼間12 時間のうち道路の混雑する可能性のある時間帯が1～2 

時間(ピーク時間)ある。何時間も混雑が連続するという可能

性は非常に小さい。 

1.25～1.75 ピーク時間はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時

間帯が加速度的に増加する可能性の高い状態。ピーク時のみ

の混雑から日中の連続的混雑への過度状態と考えられる。 

1.75以上 慢性的混雑状態を呈する。 
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図1 将来人口の推移（出典：国勢調査、社会保障・人口問題研究所） 

※実績値には年齢(３区分)別人口以外にも集計上、年齢不詳分があるため、人口合計値はそれを加えた値を示している 

1971年

（S46） 

1981年

（S56） 

1991年

（H3） 
2034年

（R16） 

2024年

（R6） 

2011年

（H23） 
2001年

（H13） 

図2 瀬戸市のトリップ数の推移 
出典：瀬戸市都市交通マスタープラン（平成30年） 
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図4 断面混雑度による影響の評価 
出典：愛知県都市計画道路見直し検討調査業務委託 

年々減少へ 

※廃止については交通量推計により影響を検証 

図 3 検討フロー（出典：愛知県都市計画道路見直し方針） 

 

【必要性に関する評価】

【実現性に関する評価】

（Ⅵ）幅員や線形等の
再検討が必要か

線形などの
変更で影響を
回避できるか

都市計画道路（区間）

（Ⅰ）整備済みあるいは事業中か

（Ⅱ）計画上の必要性があるか

（Ⅲ）歴史・文化資源、環境
などに必要性を上回る
多大な影響があるか

（Ⅳ）代替性を検討すべきか

（Ⅴ）計画上の必要性を代替する
道路があり、総合的に判断
して計画を廃止すべきか

①存続 ②別途計画検討 ③廃止
（代替道路） ④廃止

Yes

YesYes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

表 1 見直しの方針の種類 

種類 方針の内容 

①存続 現在の都市計画を基本的に存続させる 

②別途計画検討 現在の都市計画の一部または全体を変更する（車線、幅員、線形、構造などの見直し等） 

③廃止（代替道路） 計画上の必要性を代替する道路が存在する場合に都市計画道路の一部または全体を廃止する 

 現況道路へ都市計画変更 現道において都市計画道路を代替して機能を発揮する場合、現況幅員へ都市計画を変更する 

④廃止 都市計画道路の一部または全体を廃止する 
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Ⅲ 都市計画道路の見直し対象路線 
都市計画道路の見直し対象路線は、本市の都市計画道路41路線のうち、既に整備が完了している区間、

暫定供用として整備されている区間、未整備区間が一部のみの区間（隣接路線との接続や用地等が整理さ

れれば事業化の目途が立つ区間）及び事業中の区間を除いた18路線（33区間）を対象とします。 

表3 都市計画道路の各見直し区間の諸元

 

Ⅳ 鉄道・河川との交差形状の整理が必要な区間 
都市計画道路の見直しでは対象区間について、現時点で計画上の必要性があるか、計画上の必要性を代

替する道路があるかなど総合的な判断を行います。その中で、地形や既成市街地の形成等の制約条件から

整備が進まない区間では、実現可能な見直しを推進する必要があります。 

特に、名鉄瀬戸線と交差する(都)第3環状線、(都)鹿乗共栄線及び(都)追分線、並びに瀬戸川と交差する

(都)穴田春雨線は、鉄道事業者や関係機関と実現可能な構造形式等について協議を行い、見直しを行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 記念橋上之山線 県 12 2

2 記念橋上之山線 県 12～18 2

3 記念橋上之山線 県 16 2

2 品野線 県 87 2,390  25 4 現道なし

1 瀬戸大府東海線 県 20 2

2 瀬戸大府東海線 県 25～28 4

1 瀬戸環状東部線 県 25 4

2 瀬戸環状東部線 県 25～28 4

3 瀬戸環状東部線 県 30 4 市道山口出来町線

1 第３環状線 県 25～28 4

2 第３環状線 県 27 4

3 第３環状線 県 30 4

4 第３環状線 県 42～77 4

5 第３環状線 県 30～44 4 市道山口出来町線

1 赤津線 県 12 2

2 赤津線 県 12 2

7 穴田春雨線 県 32 3,750  25～30 4
市道深川穴田線、
中橋線

1 鹿乗共栄線 県 12 2

2 鹿乗共栄線 県 12 2

3 鹿乗共栄線 県 12～20 2

4 鹿乗共栄線 県 20 2

5 鹿乗共栄線 県 27 2 市道共栄追分線

9 瀬戸新居線 県 87 2,290  20 2 市道瀬戸新居線

10 瀬戸川プロムナード線 県 87 1,670  24 2 国道248号

1 名古屋瀬戸線 県 16 2 国道363号

2 名古屋瀬戸線 県 16 2
国道155号、
主要地方道瀬戸設楽線

12 汗干山脇線 県 87 1,450  12 2
国道155号、
市道今池汗干線

13 品野古瀬戸線 県 87 3,130  12 2 国道248号

14 本山線 県 23 900    12 2 県道定光寺山脇線

15 瀬戸環状北部線 県 32 1,950  25～28 4 現道なし

16 陣屋線 市 87 1,620  20 2 市道松山安戸線

17 追分線 市 87 440    16 2
市道吉田橋進陶線
※車両の通り抜け不可

18 川北汗干線 市 87 2,110  12 2 市道川北汗干線

87

市内延長
(m)

区間の計画幅員
（m）

区間の計画車線数

5,690  

現況道路名

国道248号、
国道155号

国道248号、
国道155号

87 2,520  

1 32

整理
番号

区間 路線名 決定者
経過年数
(R5.3末)

国道155号

現道なし

県道窯元東古瀬戸線、
主要地方道瀬戸設楽線

現道なし

市道高根森林公園線、
主要地方道瀬戸環状線

87 6,090  

6,020  

32 9,170  

11 87 4,360  

8 87

3 5,050  

4

5

6

区間5-2 (都)第3環状線 

名古屋圏の環状道路かつ市内の外環状道路として重

要な役割をもっており、踏切北側の(都)瀬戸新居線と

の接続等課題はあるものの鉄道との立体交差で都市

計画決定されています。 

区間8-5 (都)鹿乗共栄線 

計画決定では、鉄道との立体交差（ループ形状）とな

っていますが、現在の道路構造基準には合致せず、実

現可能な構造形式での見直しが必要です。 

区間17 (都)追分線 

鉄道との平面交差となっていますが、整備を行うに

は接続する国道155号と(都)陣屋線の高低差が大き

いなどの課題があります。 

区間7 (都)穴田春雨線 

踏切を通過せずに中心市街地から産業拠点(工業団

地)へアクセスできますが、河川との立体交差で計画

決定されており、整備を行うには既成市街地へ大き

く影響するなど課題があります。 

見直し対象区間 
未供用区間 
暫定供用区間 
供用済み区間 

区間 7 
(都)穴田春雨線 

区間 8-5 
(都)鹿乗共栄線 

区間 5-2 
(都)第 3環状線 

区間 17 
(都)追分線 

図 5 鉄道・河川との交差形状の整理が必要な 4路線 
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新瀬戸駅 

瀬戸市駅 

瀬戸市 

新瀬戸駅 

瀬戸市駅 

瀬戸市役所前駅 

役所前駅 

瀬戸川 
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Ⅴ 都市計画道路の見直し方針                                       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      表 4 都市計画道路の見直し方針一覧 

                        表 4 都市計画道路の見直し方針一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 記念橋上之山線 ①存続

2 記念橋上之山線 ①存続

3 記念橋上之山線 ①存続

2 品野線 ②別途計画検討
(都)瀬戸環状東部線との接続を考慮し、別
途計画検討とします。

1 瀬戸大府東海線 ①存続

2 瀬戸大府東海線 ①存続

1 瀬戸環状東部線 ②別途計画検討

2 瀬戸環状東部線 ②別途計画検討

3 瀬戸環状東部線 ①存続
名古屋圏の環状道路である(都)第３環状線
と豊田市へ繋がる国道155号へ接続するた
め存続とします。

1 第３環状線 ①存続

2 第３環状線 ①存続

3 第３環状線 ①存続

4 第３環状線 ②別途計画検討

5 第３環状線 ②別途計画検討

1 赤津線 ③廃止(代替道路)

2 赤津線 ③廃止(代替道路)

7 穴田春雨線 ②別途計画検討
交通量推計による混雑度が高くないため幅
員等別途計画検討とします。

1 鹿乗共栄線 ③廃止(代替道路)

2 鹿乗共栄線 ③廃止(代替道路)

3 鹿乗共栄線 ①存続

4 鹿乗共栄線 ①存続

5 鹿乗共栄線
③廃止(代替道路)

現況道路へ都市計画変更

両側歩道があり、現道によって機能を代替
できるため廃止とし、現況道路への計画変
更とします。

9 瀬戸新居線 ①存続

10 瀬戸川プロムナード線 ①存続

1 名古屋瀬戸線
③廃止(代替道路)

現況道路へ都市計画変更

両側歩道があり、現道によって機能を代替
できるため廃止とし、現況道路への計画変
更とします。

2 名古屋瀬戸線 ①存続
瀬戸市立地適正化計画の都市機能誘導区域
であり、歩道がないため存続とします｡

12 汗干山脇線 ①存続
瀬戸市立地適正化計画の都市機能誘導区域
であり、大部分で歩道がないため存続とし
ます。

13 品野古瀬戸線 ①存続
現道は瀬戸市立地適正化計画の居住誘導区
域内が大部分となる国道248号で、一部区
間で歩道がないため存続とします。

14 本山線 ①存続 歩道のない1車線道路のため存続とします｡

15 瀬戸環状北部線 ②別途計画検討
交通量推計による混雑度が高くないため幅
員等別途計画検討とします。

16 陣屋線 ①存続 一部事業中のため存続とします。

17 追分線 ②別途計画検討
現道や踏切との接続、駅前広場の取扱いな
ど別途計画検討とします。

18 川北汗干線 ①存続 歩道のない1車線道路のため存続とします｡

整理
番号

区間 路線名 見直し方針結果 方針結果の理由

1
現道が国道155号であり、豊田市と繋がる
広域連携軸のため存続とします。

3 事業化の目途があるため存続とします。

4

国道248号との交差形状等を考慮し、別途
計画検討とします。

5

名古屋圏の環状道路であり、市内の外環状
道路として中心市街地に流入する交通量を
分散する役割があるため区間5-1～5-3を存
続とし、区間5-4及び5-5は広幅員となって
いるため幅員等別途計画検討とします。

11

6
現道によって機能を代替できるため廃止と
します。

8

現道によって機能を代替できるため廃止と
します。

中水野駅周辺の土地区画整理事業が予定さ
れている区域に隣接し、瀬戸市立地適正化
計画の都市機能誘導区域であり、一部区間
で歩道がないため存続とします。

瀬戸市立地適正化計画の都市機能誘導区域
であり、一部区間で歩道がないため存続と
します。

都市計画道路の見直し方針は以下のとおりです。  

長久手市 

尾張旭市 

名古屋市 

豊田市 

図6 都市計画道路の見直し方針 

中水野駅 

新瀬戸駅 

瀬戸市駅 

水野駅 尾張瀬戸駅 

せと品野 IC 

せと赤津 IC 

山口駅 

瀬戸口駅 

瀬戸市役所前駅 

３ 

 

【区間 7 穴田春雨線】②別途計画検討 
幅員や瀬戸川との交差形状等を検討 

【区間 17 追分線】 
②別途計画検討 
現道や踏切との接続、 
駅前広場の取扱いを検討 

【区間 8-5 鹿乗共栄線】 
③廃止（代替道路）計画変更 
現道や周辺道路整備により交通量分散 
が期待でき、現道幅員に計画変更 

【区間 5-2 第 3 環状線】①存続 
４車線による鉄道立体交差整備により 
中心市街地の交通量分散が期待できる 
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